
 

 

令
和
二
年
六
月
十
九
日
受
領 

答
弁
第
二
四
〇
号 

   
 

内
閣
衆
質
二
〇
一
第
二
四
〇
号 

 
 
 
 

令
和
二
年
六
月
十
九
日 

内
閣
総
理
大
臣 

安

倍

晋

三 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

衆

議

院

議

長 
大

島

理

森 

殿 

  

衆
議
院
議
員
丸
山
穂
高
君
提
出
多
子
及
び
多
胎
児
世
帯
の
支
援
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
丸
山
穂
高
君
提
出
多
子
及
び
多
胎
児
世
帯
の
支
援
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
多
子
及
び
多
胎
児
世
帯
の
ニ
ー
ズ
の
充
足
を
推
進
す
る
こ
と
に
逆
行
す
る
も
の
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必

ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
多
子
又
は
多
胎
児
を
育
て
る
家
庭
に
対
す
る
支
援
策
（
以
下
「
支
援
策
」
と
い
う
。
）
に
つ

い
て
は
、
よ
り
多
く
の
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
お
尋
ね
の
「
施

策
の
未
提
供
地
域
」
の
「
解
消
」
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
支
援
策
に
関
す
る
実
態
把
握
な
ど
の
取
組
を
通

じ
て
、
よ
り
多
く
の
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
支
援
策
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
促
し
て
ま
い
り
た
い
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
子
育
て
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
」
に
つ
い
て
は
、
「
デ
ジ
タ
ル
・
ガ
バ
メ
ン
ト
実
行
計
画
」
（
令
和
元
年

十
二
月
二
十
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
「
内
閣
官
房
及
び
関
係
府
省
は
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
活
用
し
て
子
育
て
に
関
す
る

サ
ー
ビ
ス
検
索
及
び
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
が
で
き
る
子
育
て
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
、
地
方
公
共
団

体
に
お
け
る
導
入
を
促
進
す
る
」
こ
と
と
し
て
お
り
、
引
き
続
き
、
地
方
公
共
団
体
の
取
組
を
促
し
て
ま
い
り
た
い
。
な

お
、
「
多
胎
妊
産
婦
等
に
対
す
る
支
援
に
つ
い
て
」
（
令
和
二
年
四
月
一
日
付
け
厚
生
労
働
省
子
ど
も
家
庭
局
保
育
課
、
子



 

２ 

 

育
て
支
援
課
及
び
母
子
保
健
課
事
務
連
絡
）
に
お
い
て
、
地
方
公
共
団
体
の
職
員
が
、
家
庭
を
訪
問
し
た
際
等
に
産
後
ケ
ア

事
業
等
に
係
る
申
請
を
受
け
付
け
る
な
ど
、
家
庭
の
状
況
に
配
慮
し
た
柔
軟
な
対
応
を
行
う
よ
う
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同

法
第
二
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
、
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
は
、
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
保
育
所
の
利
用

に
つ
い
て
調
整
（
以
下
「
利
用
調
整
」
と
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
に
基
づ
く

支
給
認
定
等
並
び
に
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
の
確
認
に
係
る
留
意
事
項
等
に
つ
い
て
」
（
平

成
二
十
六
年
九
月
十
日
付
け
府
政
共
生
第
八
百
五
十
九
号
・
二
十
六
文
科
初
第
六
百
五
十
一
号
・
雇
児
発
〇
九
一
〇
第
二
号

内
閣
府
政
策
統
括
官
（
共
生
社
会
政
策
担
当
）
、
文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
長
及
び
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家

庭
局
長
連
名
通
知
）
に
お
い
て
、
利
用
調
整
に
当
た
り
、
「
「
優
先
利
用
」
の
対
象
と
し
て
考
え
ら
れ
る
事
項
」
と
し
て

「
兄
弟
姉
妹
」
を
例
示
す
る
と
と
も
に
、
「
多
子
世
帯
を
対
象
と
す
る
保
育
所
等
の
優
先
利
用
に
つ
い
て
（
依
頼
）
」
（
平

成
二
十
七
年
一
月
二
十
二
日
付
け
内
閣
府
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
施
行
準
備
室
及
び
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童



 

３ 

 

家
庭
局
保
育
課
事
務
連
絡
）
に
お
い
て
、
利
用
調
整
に
当
た
り
、
「
多
子
世
帯
（
特
に
、
第
三
子
以
降
の
子
ど
も
が
い
る
世

帯
）
」
を
優
先
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
お
尋
ね
の
「
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
配
慮

の
働
き
か
け
」
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
利
用
調
整
の
取
扱
い
を
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
周
知
し
て
い
く
こ
と
を
想
定

し
て
お
り
、
「
地
方
交
付
税
措
置
や
補
助
金
」
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
は
な
い
。 

四
の
１
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
多
胎
妊
産
婦
サ
ポ
ー
タ
ー
を
派
遣
す
る
制
度
」
に
つ
い
て
は
、
令
和
二
年
度
か
ら
開
始
し
た
事
業
で
あ
り
、

現
時
点
で
は
、
お
尋
ね
の
「
令
和
二
年
五
月
末
日
時
点
で
の
導
入
地
方
公
共
団
体
数
及
び
導
入
予
定
の
地
方
公
共
団
体
数
」

に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
把
握
し
て
い
な
い
。 

四
の
２
に
つ
い
て 

 
 

政
府
と
し
て
は
、
お
尋
ね
の
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
十
四
項
に
規
定
す
る
子
育
て
援
助
活
動
支
援
事
業
（
以
下
「
支

援
事
業
」
と
い
う
。
）
の
利
便
性
の
向
上
を
図
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
「
子
育
て
援
助
活
動
支
援
事
業

（
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
）
の
実
施
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
九
日
付
け
雇
児
発
○
五

二
九
第
十
七
号
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
通
知
）
に
お
い
て
、
「
ひ
と
り
親
家
庭
、
・
・
・
多
胎
児
の
い
る



 

４ 

 

家
庭
な
ど
、
配
慮
が
必
要
な
子
育
て
家
庭
等
（
以
下
「
ひ
と
り
親
家
庭
等
」
と
い
う
。
）
」
に
対
し
て
、
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
・

サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
を
利
用
す
る
場
合
、
活
動
前
の
事
前
顔
合
わ
せ
等
に
つ
い
て
、
外
出
す
る
こ
と
が
困
難
な
ひ
と
り
親

家
庭
等
に
対
し
、
自
宅
等
へ
の
訪
問
実
施
」
等
の
支
援
を
す
る
こ
と
を
示
す
な
ど
、
支
援
事
業
の
利
便
性
の
向
上
を
図
っ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 


